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お 

知 

ら 

せ

国
民
健
康
保
険
・
介
護
保

険
に
加
入
し
て
い
る
方
へ

高
額
介
護
合
算
療
養
費

を
支
給
し
ま
す

葛
飾
納
税
貯
蓄
組
合
連

合
会
主
催
「
税
に
つ
い

て
の
作
文
」
の
入
賞
者

が
決
ま
り
ま
し
た

特
別
区
民
税
・
都
民
税

（
普
通
徴
収
分
）第
4
期

の
納
期
限
は
2
月
1
日

㈪
で
す

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民

年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ

う

特
別
区
職
員
採
用
23
区

合
同
説
明
会

65
歳
以
上
の
元
気
な
方
へ

介
護
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー

を
募
集
し
ま
す

証
明
書
自
動
交
付
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
を
停
止
し

ま
す

平
成
27
年
7
月
31
日
現
在
、

葛
飾
区
の
国
民
健
康
保
険
と
介

護
保
険
に
加
入
し
、
平
成
26
年

8
月
1
日
か
ら
27
年
7
月
31
日

の
自
己
負
担
の
合
算
額
が
一
定

基
準
を
超
え
た
場
合
、超
え
た
金

額
を
申
請
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、
1
月
末
に

申
請
勧
奨
通
知
を
お
送
り
し
ま

す
の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
3
階
3
1
5
番
）

�（
5
6
5
4
）8
2
1
2

区
内
応
募
中
学
校
23
校
、応
募

作
品
2
4
0
9
点
か
ら
、
次
の

方
が
選
ば
れ
ま
し
た（
敬
称
略
）。

▽
葛
飾
区
長
賞

お

が
た

な

な

小
方
那
菜（
四
ツ
木
中
3
年
）

▽
東
京
国
税
局
管
内
納
税
貯
蓄

組
合
連
合
会
優
秀
賞

く

ぼ

い

り
ん
か

久
保
井
梨
花（
葛
美
中
3
年
）

▽
東
京
納
税
貯
蓄
組
合
総
連
合

会
会
長
賞

は
し
も
と

さ

え

橋
本
紗
衣（
東
金
町
中
3
年
）

ま
つ

せ

あ
か

ね

松
瀬
朱
音（
新
宿
中
3
年
）

に
し
む
ら

ま

ゆ

西
村
麻
裕（
亀
有
中
3
年
）

し
ん
ど
う

進
藤
あ
す
か（
新
宿
中
3
年
）

わ
た
な
べ
か
の
ん

渡
辺
佳
音（
東
金
町
中
3
年
）

▽
葛
飾
税
務
署
長
賞

さ
な

だ

ゆ
う
せ
い

眞
田
湧
生（
金
町
中
3
年
）

さ

さ

き

り

な

佐
々
木
莉
菜（
四
ツ
木
中
3
年
）

▽
東
京
都
葛
飾
都
税
事
務
所
長
賞

き

む
ら

ま

ゆ

木
村
真
夕（
堀
切
中
3
年
）

こ
の
他
37
人
の
方
が
入
賞
し

ま
し
た
。
作
品
集
は
、
2
月
下

旬
頃
か
ら
税
務
課
（
区
役
所
3

階
3
2
1
番
）
な
ど
で
配
布
し

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

納
税
貯
蓄
組
合
は
、
納
税
貯

蓄
組
合
法
に
基
づ
き
、
納
税
資

金
の
備
蓄
に
よ
る
各
種
税
金
の

円
滑
な
納
付
を
目
的
と
し
て
組

織
さ
れ
て
い
ま
す
。

受
賞
作
品
の
展
示

前
述
10
人
の
方
の
受
賞
作
品

を
展
示
し
ま
す
。

【
展
示
期
間
】

2
月
16
日
㈫
〜
3
月
15
日
㈫

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

【
会
場
】

区
民
ホ
ー
ル（
区
役
所
2
階
）

【
担
当
課
】

税
務
課

�（
5
6
5
4
）8
1
9
4

金
融
機
関
、
郵
便
局
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
）、税
務
課（
区
役
所

3
階
3
2
1
番
）、
区
民
事
務

所
、
区
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
モ

バ
イ
ル
レ
ジ
で
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ペ
イ
ジ
ー
対
応
納
付
書（「
ペ

イ
ジ
ー
マ
ー

ク
」
の
表
示

付
き
）
を
お

持
ち
の
方
は
、

Ａ
Ｔ
Ｍ
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も
納
付

で
き
ま
す
。

納
税
は
納
め
忘
れ
や
重
複
納
付

の
な
い
口
座
振
替
が
便
利
で
す

申
込
書
は
、
金
融
機
関
・
区

役
所
・
区
民
事
務
所
に
備
え
て

い
ま
す
。
区
役
所
・
区
民
事
務

所
で
は
、
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド（
一
部
を
除
く
）で

簡
単
に
手
続
き
で
き
ま
す
。

【
担
当
課
】

税
務
課

�（
5
6
5
4
）8
2
0
1

日
本
に
お
住
ま
い
の
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
方
は
、
国
民
年

金
へ
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
20
歳
に
な
る
月
に

届
く
「
国
民
年
金
被
保
険
者
資

格
取
得
届
書
」
を
、
国
保
年
金

課
ま
た
は
区
民
事
務
所
に
提
出

し
、
加
入
の
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
に
は
、
老
後
の
生

活
の
支
え
と
し
て
の
老
齢
基
礎

年
金
の
他
、
病
気
や
け
が
な
ど

で
障
害
が
残
っ
た
場
合
の
障
害

基
礎
年
金
、
死
亡
し
た
と
き
の

遺
族
基
礎
年
金
な
ど
の
制
度
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
年
金
を

受
け
取
る
た
め
に
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
付

す
る
か
、
保
険
料
の
納
付
免
除

な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
に
は
、
保
険
料
の
申
請
免
除

制
度
や
、
若
年
者
納
付
猶
予
制

度
、
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
制
度
に
つ

い
て
は
、
所
得
制
限
な
ど
一
定

の
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
3
階
3
1
5
番
）

�（
5
6
5
4
）8
2
1
4

各
区
・
組
合
の
業
務
内
容
や
、

や
り
が
い
な
ど
を
お
話
し
し
ま

す
。
ま
た
、
技
術
・
専
門
職
の

受
験
希
望
者
を
対
象
に
個
別
相

談
も
行
い
ま
す
。

【
日
時
】

3
月
6
日
㈰

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

【
会
場
】

昭
和
女
子
大
学

（
世
田
谷
区
太
子
堂
1‐

7‐

57
）

【
対
象
】

平
成
28
年
度
以
降
の
特
別
区
職

員
採
用
試
験
の
受
験
希
望
者

4
千
人
程
度

【
申
込
方
法
】

特
別
区
人
事
委

員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

ww.tokyo23city.or.jp/saiyou-
siken.htm

）
か
ら
、
2
月
8
日

㈪
ま
で（
多
数
抽
選
）。

【
問
い
合
わ
せ
】

特
別
区
人
事

委
員
会
事
務
局
任
用
課

�（
5
2
1
0
）9
7
8
7

【
担
当
課
】

人
材
育
成
課

介
護
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は

区
内
在
住
65
歳
以
上
の
方
が
、

介
護
保
険
施
設
で
話
し
相
手
や

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
掃
除
な

ど
の
手
伝
い
（
サ
ポ
ー
タ
ー
活

動
）
を
行
う
と
、
活
動
時
間
に

応
じ
て
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら
え
ま

す（
1
時
間
1
0
0
ポ
イ
ン
ト
）。

ポ
イ
ン
ト
は
年
度
ご
と
に
交

付
金（
1
0
0
ポ
イ
ン
ト
1
0
0

円
、
年
間
最
大
5
千
円
）と
交

換
で
き
ま
す
。

希
望
す
る
方
は
、
制
度
説
明

会
・
基
礎
研
修
会
へ
の
参
加
が

必
要
で
す
。

制
度
説
明
会
・
基
礎
研
修
会

【
日
時
】

3
月
10
日
㈭

午
後
1
時
30
分
〜
4
時

【
会
場
】

亀
有
地
区
セ
ン
タ
ー

（
亀
有
3‐

26‐

1
リ
リ
オ
館

7
階
）

【
対
象
】

区
内
在
住
65
歳
以
上

で
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
な
い
方
40
人
程
度

【
持
ち
物
】

介
護
保
険
証

【
申
込
方
法
】

1
月
27
日
㈬
午
前
9
時
か
ら

電
話
か
フ
ァ
ク
ス（「
サ
ポ
ー
タ

ー
」・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電

話
番
号
を
記
入
）
で（
先
着
順
）。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

か
つ
し
か
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー

�（
5
6
9
8
）2
5
1
1

�（
5
6
9
8
）2
5
1
2

【
担
当
課
】

高
齢
者
支
援
課

�（
5
6
5
4
）8
2
5
6

機
器
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
セ

ブ
ン‐

イ
レ
ブ
ン
・
ロ
ー
ソ
ン
・

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
・
サ
ー
ク

ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
）お
よ
び
、区
役

所
夜
間
・
休
日
窓
口（
簡
易
発
行

端
末
）
の
証
明
書
自
動
交
付
サ

ー
ビ
ス（
住
民
票
の
写
し
・
印
鑑

登
録
証
明
書
）
を
停
止
し
ま
す
。

【
日
時
】

▽
1
月
27
日
㈬
終
日

▽
2
月
6
日
㈯
終
日

【
担
当
課
】

戸
籍
住
民
課

�（
5
6
5
4
）8
1
9
2

平
成
28
年
第
1
回
区
議
会
定
例
会

【
日
程
】

2
月
17
日
㈬
〜
3
月
28
日
㈪（
予
定
）

傍
聴
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

区
議
会
事
務
局

�（
5
6
5
4
）8
5
0
6

ペイジーマーク

雨水貯水槽設置費用を補助します
雨水を身近な資源として有効利用してみませんか。
植物への水やりや非常用水などに活用できます。

【対象】 区内にある住宅などに雨水貯水槽を設置し、継続的
に雨水を利用できる方（1建物につき1台）
【製品】 原則、区指定製品に限ります。区指定製品は区ホー
ムページ（トップ→くらしのガイド→環境→環境→雨水貯水
槽設置費補助）をご覧になるか、お問い合わせください。
区指定製品以外は、製品指定の手続きが必要ですので、必

ず設置前にご相談ください。
【補助内容】

▽補助額 貯水槽の本体価格および設置費の合計金額の2分の1

▽補助限度額 小型貯水槽（100～500ℓ）25，000円
大型貯水槽（501ℓ以上）50，000円

【必要書類】

▽雨水貯水槽設置補助金交付申請書
（環境課で配布。区ホームページか
らも取り出せます）

▽設置後の現況写真

▽内訳が明記された領収書の写し

▽振込口座が確認できる物

▽印鑑
【申請方法】 設置後、1カ月以内に
必要書類を持参か郵送。
【申請・担当課】
〒124‐8555葛飾区役所環境課
（区役所4階410番） �5654‐8227

国民健康保険の届け出をお忘れなく
職場の健康保険に加入していた方が退職して国民健康保険に加入するとき、また
は国民健康保険に加入していた方が新たに職場の健康保険に加入したときなどは、
届け出が必要です（下表の通り）。14日以内に国保年金課または区民事務所へ届け出
てください。
外国籍の方が国民健康保険に加入する場合は、原則、在留期間が3カ月を超えて
いて、住民登録をしていることが必要です。下表の届け出に必要な物と、在留カー
ドやパスポートなどをお持ちください。

【担当課】 国保年金課（区役所3階315番） �5654‐8210
届け出に必要な物

職場の健康保険をやめた日付を証明できる物（資格喪
失証明書・退職証明書・離職票など）、扶養でなくなった
日付を証明できる物（被扶養者資格喪失証明書など）

生活保護廃止決定通知書

葛飾区の国民健康保険証・職場の健康保険に加入した
日付を証明できる物（職場の健康保険証・資格取得証明
書など）、扶養家族になった日付を証明できる物（職場
の健康保険証・資格取得証明書など）

葛飾区の国民健康保険証・生活保護開始決定通知書

●国保の届け出をする際に、マイナンバー（個人番号）確認と届け出者の本人確認を行います。世帯主と異動
する世帯員のマイナンバー（個人番号）を確認できる物（個人番号カード・通知カード・住民票のいずれか）と、
届け出者の方は写真付きの本人確認書類（個人番号カード・運転免許証・パスポートなど）をお持ちください。
●加入の手続きの際、世帯主が葛飾区の国民健康保険以外の保険に加入しているときは、その保険の種類
と扶養に入れない理由をお尋ねします。

●国民健康保険証は簡易書留郵便で送付します。即日交付を希望する世帯主または世帯員の方は、個人番
号カード・運転免許証・パスポート・写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認資料を必ずお持ち
ください（本人確認書類をお持ちでない方は電話でご相談ください）。本人確認資料は原則として写しを
取らせていただきます。

●喪失の手続きの際、70歳以上75歳未満の方は、高齢受給者証も併せてお持ちください。

届け出をするとき
職場の健康保険をやめたときや、職場の
健康保険の扶養家族でなくなったため、国
民健康保険への加入が必要になったとき
生活保護を受けなくなり、国民健康
保険への加入が必要になったとき

国民健康保険に加入していたが職場
の健康保険に加入したときや、職場
の健康保険の扶養家族になったとき

国民健康保険に加入していたが、生
活保護を受けるようになったとき

加
入

喪
失

政治家は有権者に寄附を「贈らない」 有権者は政治家に寄附を「求めない」 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。 【担当課】 選挙管理委員会事務局 �5654-8493～6

平成28年（2016年）1月25日 No.1648
（７）




